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付
表
一

１

協
定
附
属
書
一
第
二
節
柱
書
き
中
第
一
文
及
び
第
二
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
１
か
ら

ま
で
に
定
め
る
条
件
は
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
輸
入
さ
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
表
５
欄
に
こ
れ
ら
の
番
号
を
掲
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げ
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
メ
キ
シ
コ
か
ら
輸
入
さ
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
表
５
欄
に
「
Ｒ
」
を

掲
げ
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
、
二
千
十
四
年
四
月
に
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
両
締
約
国
が
協
議
す
る
対
象

(a)
(i)

と
な
る
産
品
と
す
る
。

２

協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
注
釈
１

及
び

の
規
定
に
関
し
、
日
本
国
の
表
に
掲
げ
る
原
産
品
の
関
税
割
当
て
は
、
次
の

(b)

(d)

規
定
に
従
っ
て
行
う
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
合
計
割
当
数
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と

(b)
(i)

す
る
。八

年
目
（
二
千
十
二
年
）
に
つ
い
て
は
、
一
万
五
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(AA)

九
年
目
（
二
千
十
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
一
万
二
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(BB)
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十
年
目
（
二
千
十
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
一
万
三
千
五
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(CC)

十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
つ
い
て
は
、
一
万
五
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(DD)

十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
に
つ
い
て
は
、
一
万
五
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(EE)
八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
各
期
間
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
次
の
と

(ii)
お
り
と
す
る
。

表
２
欄
に
一
個
の
星
印
（
＊
）
を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
日
本
国
の

(AA)
平
成
十
五
年
度
初
め
に
お
け
る
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
当
該
実
行
最
恵
国
税
率
の
百
分
の
十
を
減
じ
て
得
た
税
率
と

す
る
。

表
２
欄
に
二
個
の
星
印
（
＊
＊
）
を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
日
本
国

(BB)
の
平
成
十
五
年
度
初
め
に
お
け
る
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
当
該
実
行
最
恵
国
税
率
の
百
分
の
二
十
を
減
じ
て
得
た
税

率
と
す
る
。

表
２
欄
に
三
個
の
星
印
（
＊
＊
＊
）
を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
日
本

(CC)
国
の
平
成
十
五
年
度
初
め
に
お
け
る
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
当
該
実
行
最
恵
国
税
率
の
百
分
の
四
十
を
減
じ
て
得
た
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税
率
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
お
い
て
、
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六

(d)

(a)
(i)

年
）
の
終
了
後
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
つ
い
て
、
特
に
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及

び
両
締
約
国
間
の
貿
易
の
実
績
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
、
両
締
約
国
間
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
を
適
用
す
る
。

３

協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
注
釈
２

、

及
び

の
規
定
に
関
し
、
日
本
国
の
表
に
掲
げ
る
原
産
品
の
関
税
割
当
て
は
、

(a)

(b)

(d)

次
の
規
定
に
従
っ
て
行
う
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
合
計
割
当
数
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

(a)
る
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
万
三
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(i)

九
年
目
（
二
千
十
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
万
六
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(ii)

十
年
目
（
二
千
十
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
九
万
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(iii)

十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
つ
い
て
は
、
九
万
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(iv)
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十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
に
つ
い
て
は
、
九
万
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(v)
八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
各
期
間
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
次
の
と
お

(b)
り
と
す
る
。

表
２
欄
に
一
個
の
星
印
（
＊
）
を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

(i)
き
五
十
三
円
五
十
三
銭
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
百
八
十
二
円
と
す
る
。
表
２
欄
に
一
個

の
星
印
（
＊
）
を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
十
三
円
五
十

三
銭
を
超
え
、
五
百
三
十
五
円
五
十
三
銭
を
一
・
〇
二
二
で
除
し
て
得
た
額
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
五
百
三
十
五
円
五
十
三
銭
と
課
税
価
格
と
の
差
額
と
す
る
。
表
２
欄
に
一
個
の
星
印
（
＊
）
を
付
し
た
品
目

に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
百
三
十
五
円
五
十
三
銭
を
一
・
〇
二
二
で
除

し
て
得
た
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

表
２
欄
に
二
個
の
星
印
（
＊
＊
）
を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

(ii)
つ
き
五
百
七
十
七
円
十
五
銭
を
〇
・
六
四
三
で
除
し
て
得
た
額
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五

百
七
十
七
円
十
五
銭
と
課
税
価
格
に
〇
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
差
額
と
す
る
。
表
２
欄
に
二
個
の
星
印
（
＊
＊
）
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を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の
う
ち
、
課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
百
七
十
七
円
十
五
銭
を
〇
・

六
四
三
で
除
し
て
得
た
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
お
い
て
、
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六

(d)

(a)
(i)

年
）
の
終
了
後
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
つ
い
て
、
特
に
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及

び
両
締
約
国
間
の
貿
易
の
実
績
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
、
両
締
約
国
間
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
を
適
用
す
る
。

４

協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
注
釈
４

及
び

の
規
定
に
関
し
、
日
本
国
の
表
に
掲
げ
る
原
産
品
の
関
税
割
当
て
は
、
次
の

(b)

(d)

規
定
に
従
っ
て
行
う
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
合
計
割
当
数
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と

(b)
(i)

す
る
。八

年
目
（
二
千
十
二
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
千
六
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(AA)

九
年
目
（
二
千
十
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
千
七
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(BB)

十
年
目
（
二
千
十
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
千
八
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(CC)
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十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
千
九
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(DD)

十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
に
つ
い
て
は
、
九
千
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(EE)
八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
各
期
間
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
日
本
国

(ii)
の
平
成
二
十
二
年
度
初
め
に
お
け
る
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
当
該
実
行
最
恵
国
税
率
の
百
分
の
四
十
を
減
じ
て
得
た
税

率
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
お
い
て
、
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六

(d)

(a)
(i)

年
）
の
終
了
後
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
つ
い
て
、
特
に
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及

び
両
締
約
国
間
の
貿
易
の
実
績
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
、
両
締
約
国
間
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
を
適
用
す
る
。

５

協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
注
釈

及
び

の
規
定
に
関
し
、
日
本
国
の
表
に
掲
げ
る
原
産
品
の
関
税
割
当
て
は
、
次
の

10
(b)

(d)

規
定
に
従
っ
て
行
う
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
合
計
割
当
数
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
千
百
メ
ー
ト

(b)
(i)

ル
・
ト
ン
と
す
る
。
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八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
各
期
間
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
そ
れ
ぞ

(ii)
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

六
月
一
日
か
ら
一
一
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
に
適

一
二
月
一
日
か
ら
五
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
適

用
さ
れ
る
枠
内
税
率

用
さ
れ
る
枠
内
税
率

八
年
目
（
二
〇
一
二
年
）

七
・
四
％

一
四
・
八
％

九
年
目
（
二
〇
一
三
年
）

六
・
八
％

一
三
・
六
％

一
〇
年
目
（
二
〇
一
四
年
）

六
・
二
％

一
二
・
四
％

一
一
年
目
（
二
〇
一
五
年
）

五
・
六
％

一
一
・
二
％

一
二
年
目
（
二
〇
一
六
年
）

五
・
〇
％

一
〇
・
〇
％

両
締
約
国
は
、
十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
お
い
て
、
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六

(d)

(a)
(i)

年
）
の
終
了
後
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
つ
い
て
、
特
に
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及

び
両
締
約
国
間
の
貿
易
の
実
績
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
、
両
締
約
国
間
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
を
適
用
す
る
。

年
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６

協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
注
釈

、

及
び

の
規
定
に
関
し
、
日
本
国
の
表
に
掲
げ
る
原
産
品
の
関
税
割
当
て
は
、

13
(a)

(b)

(d)

次
の
規
定
に
従
っ
て
行
う
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
合
計
割
当
数
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

(a)
る
。

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一

総
数
量
（
参
考
の
た
め
に
の
み
掲
げ

一
号
又
は
第
二
〇
〇
九
・
一
九
号
に

二
号
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
つ
い

ら
れ
た
も
の
）
（
注
）

分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
つ
い
て
の
割

て
の
割
当
数
量

当
数
量

八
年
目
（
二
〇
一
二
年
）

六
、
三
六
〇

二
、
二
〇
〇

六
、
八
〇
〇

九
年
目
（
二
〇
一
三
年
）

六
、
五
二
〇

二
、
九
〇
〇

七
、
一
〇
〇

一
〇
年
目
（
二
〇
一
四
年
）

六
、
六
八
〇

三
、
六
〇
〇

七
、
四
〇
〇

一
一
年
目
（
二
〇
一
五
年
）

六
、
八
四
〇

四
、
三
〇
〇

七
、
七
〇
〇

一
二
年
目
（
二
〇
一
六
年
）

七
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

（
単
位

メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
）

年
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注

「
総
数
量
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一
一
号
及
び
第
二
〇
〇
九
・
一
九
号
並
び
に
第
二
〇
〇

九
・
一
二
号
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
つ
い
て
の
割
当
数
量
の
合
計
を
い
う
。
た
だ
し
、
総
数
量
を
計
算
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一
二
号
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
に
つ
い
て
の
割
当
数
量
を
統
一
シ
ス

テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一
一
号
又
は
第
二
〇
〇
九
・
一
九
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の
相
当
量
に
換
算
す
る
。
そ
の
換

算
に
当
た
っ
て
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一
一
号
又
は
第
二
〇
〇
九
・
一
九
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の

一
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
〇
〇
九
・
一
二
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の
五
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
に

相
当
す
る
も
の
と
す
る
。

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
各
期
間
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ

(b)
次
の
と
お
り
と
す
る
。

表
２
欄
に
一
個
の
星
印
（
＊
）
を
付

表
２
欄
に
二
個
の
星
印
（
＊
＊
）
を

表
２
欄
に
三
個
の
星
印
（
＊
＊
＊
）

年

し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の

付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品

を
付
し
た
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産

枠
内
税
率

の
枠
内
税
率

品
の
枠
内
税
率

一
三
・
四
％
（
そ
の
率
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
一
〇
円
三
四
銭
の
従
量

税
率
よ
り
低
い
と
き
は
、
当
該
従
量

八
年
目
（
二
〇
一
二
年
）

一
一
・
四
％

九
・
五
％
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税
率
）

一
一
・
九
％
（
そ
の
率
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
九
円
一
八
銭
の
従
量
税

率
よ
り
低
い
と
き
は
、
当
該
従
量
税

率
）

一
〇
・
四
％
（
そ
の
率
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
八
円
二
銭
の
従
量
税
率

よ
り
低
い
と
き
は
、
当
該
従
量
税

率
）

八
・
九
％
（
そ
の
率
が
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
六
円
八
六
銭
の
従
量
税
率

よ
り
低
い
と
き
は
、
当
該
従
量
税

率
）

七
・
四
％
（
そ
の
率
が
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
五
円
七
〇
銭
の
従
量
税
率

よ
り
低
い
と
き
は
、
当
該
従
量
税

率
）

両
締
約
国
は
、
十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
お
い
て
、
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六

(d)

(a)
(i)

年
）
の
終
了
後
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
つ
い
て
、
特
に
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及

九
年
目
（
二
〇
一
三
年
）

一
〇
年
目
（
二
〇
一
四
年
）

一
一
年
目
（
二
〇
一
五
年
）

一
二
年
目
（
二
〇
一
六
年
）

一
〇
・
一
％

八
・
八
％

七
・
五
％

六
・
三
％

八
・
四
％

七
・
四
％

六
・
三
％

五
・
三
％
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び
両
締
約
国
間
の
貿
易
の
実
績
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
、
両
締
約
国
間
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
を
適
用
す
る
。

７

協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
注
釈
に
次
の

を
加
え
る
。

33

関
税
割
当
て
は
、
次
の
規
定
に
従
っ
て
行
う
。

33

八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
合
計
割
当
数
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と

(a)
す
る
。八

年
目
（
二
千
十
二
年
）
に
つ
い
て
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(i)

九
年
目
（
二
千
十
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
六
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(ii)

十
年
目
（
二
千
十
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
七
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(iii)

十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
つ
い
て
は
、
八
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(iv)

十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
に
つ
い
て
は
、
九
十
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン

(v)
八
年
目
（
二
千
十
二
年
）
か
ら
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
ま
で
の
各
期
間
に
適
用
さ
れ
る
枠
内
税
率
は
、
二
十
五

(b)
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
十
二
円
五
十
銭
の
従
量
税
率
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
税
率
と
す
る
。
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及
び

の
規
定
の
適
用
上
、
関
税
割
当
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
出
に
つ
い
て
輸
出
締
約
国
が
発
給
す
る
証
明
書
に

(c)

(a)

(b)

基
づ
き
輸
入
締
約
国
が
関
税
割
当
て
の
証
明
書
を
発
給
し
て
行
う
。
両
締
約
国
は
、
こ
れ
ら
の
証
明
書
を
不
当
に
遅
滞

す
る
こ
と
な
く
発
給
す
る
。
両
締
約
国
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
証
明

書
の
発
給
そ
の
他
の
運
用
に
関
す
る
事
項
に
関
連
し
て
生
ず
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
協
議

す
る
。

両
締
約
国
は
、
十
一
年
目
（
二
千
十
五
年
）
に
お
い
て
、
第
五
条
３

の
規
定
に
従
っ
て
、
十
二
年
目
（
二
千
十

(d)

(a)
(i)

六
年
）
の
終
了
後
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
に
つ
い
て
、
特
に
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数

量
及
び
両
締
約
国
間
の
貿
易
の
実
績
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
。
協
議
の
結
果
、
両
締
約
国
間
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場

合
に
は
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
十
二
年
目
（
二
千
十
六
年
）
の
合
計
割
当
数
量
及
び
枠
内
税
率
を
適
用
す

る
。

８

次
の
表
は
、
協
定
附
属
書
一
第
二
節
の
日
本
国
の
表
の
対
応
す
る
部
分
に
代
わ
る
。

１

２

３

４

５
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関
税
率
表
番
号

品

名

基
準
税
率

区
分

注
釈

〇
二
〇
一
・
二
〇

そ
の
他
の
骨
付
き
肉

四
分
体
の
も
の

Ｘ

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
一
・
三
〇

骨
付
き
で
な
い
肉
＊
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
二
・
二
〇

そ
の
他
の
骨
付
き
肉
＊
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
二
・
三
〇

骨
付
き
で
な
い
肉

ロ
イ
ン
の
も
の
＊
＊

Ｑ

１

か
た
、
う
で
及
び
も
も
の
も
の
＊
＊

Ｑ

１

ば
ら
の
も
の
＊
＊

Ｑ

１

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
三
・
一
二

骨
付
き
の
も
も
肉
及
び
肩
肉
並
び
に
こ
れ
ら
を
分
割
し
た
も
の
（
骨
付
き
の
も
の
に
限
る
。
）

い
の
し
し
の
も
の

Ａ

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

２

〇
二
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

い
の
し
し
の
も
の

Ａ

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

２

〇
二
〇
三
・
二
二

骨
付
き
の
も
も
肉
及
び
肩
肉
並
び
に
こ
れ
ら
を
分
割
し
た
も
の
（
骨
付
き
の
も
の
に
限
る
。
）
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い
の
し
し
の
も
の

Ａ

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

２

〇
二
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
も
の

い
の
し
し
の
も
の

Ａ

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

２

〇
二
〇
六
・
一
〇

牛
の
も
の
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し
た
も
の
に
限
る
。
）

臓
器
及
び
舌
＊
＊
＊

Ｑ

１

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

〇
二
〇
六
・
二
一

舌
＊
＊
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
六
・
二
二

肝
臓
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
六
・
二
九

そ
の
他
の
も
の

頰
肉
及
び
頭
肉
＊
＊
＊

Ｑ

１

そ
の
他
の
も
の

臓
器
＊
＊
＊

Ｑ

１

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

１

〇
二
〇
六
・
四
九

そ
の
他
の
も
の

い
の
し
し
の
も
の

Ａ

そ
の
他
の
も
の

臓
器

Ｐ

３
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そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

２

〇
二
〇
七
・
一
一

分
割
し
て
な
い
も
の
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｑ

４

〇
二
〇
七
・
一
二

分
割
し
て
な
い
も
の
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｑ

４

〇
二
〇
七
・
一
三

分
割
し
た
も
の
及
び
く
ず
の
も
の
（
生
鮮
の
も
の
及
び
冷
蔵
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｑ

４

〇
二
〇
七
・
一
四

分
割
し
た
も
の
及
び
く
ず
の
も
の
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）

肝
臓

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

骨
付
き
の
も
も

Ｑ

４

そ
の
他
の
も
の

Ｑ

４

〇
二
一
〇
・
一
一

骨
付
き
の
も
も
肉
及
び
肩
肉
並
び
に
こ
れ
ら
を
分
割
し
た
も
の
（
骨
付
き
の
も
の
に
限
る
。
）

＊
＊

Ｑ

２

〇
二
一
〇
・
一
二

ば
ら
肉
及
び
こ
れ
を
分
割
し
た
も
の
＊
＊

Ｑ

２

〇
二
一
〇
・
一
九

そ
の
他
の
も
の
＊
＊

Ｑ

２

〇
八
〇
四
・
三
〇

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

Ｘ

Ｒ

〇
八
〇
五
・
一
〇

オ
レ
ン
ジ

Ｑ

10

〇
八
一
一
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

砂
糖
を
加
え
た
も
の

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

Ｘ

Ｒ

ベ
リ
ー
及
び
サ
ワ
ー
チ
ェ
リ
ー

Ｘ
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桃
及
び
梨

七
％

Ｂ
６

パ
パ
イ
ヤ
、
ポ
ポ
ー
、
ア
ボ
カ
ド
ー
、
グ
ア
バ
、
ド
リ
ア
ン
、
ビ
リ
ン
ビ
、
チ
ャ
ン
ペ
ダ
、

ナ
ン
カ
、
パ
ン
の
実
、
ラ
ン
ブ
ー
タ
ン
、
ジ
ャ
ン
ボ
、
レ
ン
ブ
、
サ
ポ
テ
、
チ
ェ
リ
モ
ア
、

サ
ン
ト
ル
、
シ
ュ
ガ
ー
ア
ッ
プ
ル
、
マ
ン
ゴ
ー
、
カ
ス
タ
ー
ア
ッ
プ
ル
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ

ル
ー
ツ
、
ラ
ン
ソ
ム
、
マ
ン
ゴ
ス
チ
ン
、
サ
ワ
ー
サ
ッ
プ
及
び
レ
イ
シ

六
％

Ｂ
４

そ
の
他
の
も
の

り
ん
ご
及
び
か
ん
き
つ
類
（
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
、
レ
モ
ン
及
び
ラ
イ
ム
を
除
く
。
）

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

一
二
％

Ｂ
８

そ
の
他
の
も
の

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

Ｘ

Ｒ

パ
パ
イ
ヤ
、
ポ
ポ
ー
、
ア
ボ
カ
ド
ー
、
グ
ア
バ
、
ド
リ
ア
ン
、
ビ
リ
ン
ビ
、
チ
ャ
ン
ペ
ダ
、

ナ
ン
カ
、
パ
ン
の
実
、
ラ
ン
ブ
ー
タ
ン
、
ジ
ャ
ン
ボ
、
レ
ン
ブ
、
サ
ポ
テ
、
チ
ェ
リ
モ
ア
、

サ
ン
ト
ル
、
シ
ュ
ガ
ー
ア
ッ
プ
ル
、
マ
ン
ゴ
ー
、
カ
ス
タ
ー
ア
ッ
プ
ル
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ

ル
ー
ツ
、
ラ
ン
ソ
ム
、
マ
ン
ゴ
ス
チ
ン
、
サ
ワ
ー
サ
ッ
プ
及
び
レ
イ
シ

三
・
六
％

Ｂ
４

ベ
リ
ー

三
％

Ｂ
４

桃
及
び
梨

七
％

Ｂ
６

カ
ム
カ
ム

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

り
ん
ご
及
び
か
ん
き
つ
類
（
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
、
レ
モ
ン
及
び
ラ
イ
ム
を
除
く
。
）

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

一
二
％

Ｂ
８
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一
〇
〇
一
・
一
〇

デ
ュ
ラ
ム
小
麦

Ｘ

Ｒ

一
一
〇
一
・
〇
〇

小
麦
粉
及
び
メ
ス
リ
ン
粉

Ｘ

Ｒ

一
一
〇
三
・
一
一

小
麦
の
も
の

Ｘ

Ｒ

一
六
〇
二
・
三
一

七
面
鳥
の
も
の

腸
、
ぼ
う
こ
う
又
は
胃
の
全
形
の
も
の
及
び
断
片
（
単
に
水
煮
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

牛
若
し
く
は
豚
の
肉
又
は
牛
若
し
く
は
豚
の
く
ず
肉
を
含
有
す
る
も
の

Ｑ

４

そ
の
他
の
も
の

Ａ

一
六
〇
二
・
三
二

鶏
（
ガ
ル
ル
ス
・
ド
メ
ス
テ
ィ
ク
ス
）
の
も
の

腸
、
ぼ
う
こ
う
又
は
胃
の
全
形
の
も
の
及
び
断
片
（
単
に
水
煮
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

牛
若
し
く
は
豚
の
肉
又
は
牛
若
し
く
は
豚
の
く
ず
肉
を
含
有
す
る
も
の

Ｑ

４

そ
の
他
の
も
の

Ｑ

４

一
六
〇
二
・
三
九

そ
の
他
の
も
の

腸
、
ぼ
う
こ
う
又
は
胃
の
全
形
の
も
の
及
び
断
片
（
単
に
水
煮
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

牛
若
し
く
は
豚
の
肉
又
は
牛
若
し
く
は
豚
の
く
ず
肉
を
含
有
す
る
も
の

Ｑ

４

そ
の
他
の
も
の

Ａ

一
六
〇
二
・
四
一

も
も
肉
及
び
こ
れ
を
分
割
し
た
も
の

ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
（
滅
菌
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
プ
レ
ス
ハ
ム
（
豚
の
肉
又
は
く
ず
肉
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及
び
つ
な
ぎ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
そ
の
他
の
調
製
を
し
又
は
保
存
に
適
す
る

処
理
を
し
た
物
品
で
豚
の
肉
又
は
く
ず
肉
（
一
個
の
重
量
が
一
〇
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
の
み
か
ら
成
る
も
の
（
調
味
料
、
香
辛
料
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
を
加
え
て

あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
＊
＊

Ｑ

２

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

一
六
〇
二
・
四
二

肩
肉
及
び
こ
れ
を
分
割
し
た
も
の

ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
（
滅
菌
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
プ
レ
ス
ハ
ム
（
豚
の
肉
又
は
く
ず
肉

及
び
つ
な
ぎ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
そ
の
他
の
調
製
を
し
又
は
保
存
に
適
す
る

処
理
を
し
た
物
品
で
豚
の
肉
又
は
く
ず
肉
（
一
個
の
重
量
が
一
〇
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
の
み
か
ら
成
る
も
の
（
調
味
料
、
香
辛
料
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
を
加
え
て

あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
＊
＊

Ｑ

２

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

一
六
〇
二
・
四
九

そ
の
他
の
も
の
（
混
合
物
を
含
む
。
）

腸
、
ぼ
う
こ
う
又
は
胃
の
全
形
の
も
の
及
び
断
片
（
単
に
水
煮
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン
（
滅
菌
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
プ
レ
ス
ハ
ム
（
豚
の
肉
又
は
く
ず

肉
及
び
つ
な
ぎ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
そ
の
他
の
調
製
を
し
又
は
保
存
に
適

す
る
処
理
を
し
た
物
品
で
豚
の
肉
又
は
く
ず
肉
（
一
個
の
重
量
が
一
〇
グ
ラ
ム
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
の
み
か
ら
成
る
も
の
（
調
味
料
、
香
辛
料
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品

を
加
え
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
＊
＊

Ｑ

２
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そ
の
他
の
も
の

Ｘ

一
六
〇
二
・
五
〇

牛
の
も
の

腸
、
ぼ
う
こ
う
又
は
胃
の
全
形
の
も
の
及
び
断
片
（
単
に
水
煮
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

牛
の
臓
器
及
び
舌
の
も
の

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

牛
の
肉
及
び
く
ず
肉
（
臓
器
及
び
舌
を
除
く
。
）
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の
三
〇
％

未
満
の
も
の

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

単
に
水
煮
し
た
後
に
乾
燥
し
た
も
の

Ｘ

調
味
し
た
後
に
乾
燥
し
た
も
の
及
び
コ
ー
ン
ビ
ー
フ
＊

Ｑ

１

そ
の
他
の
も
の

気
密
容
器
入
り
の
も
の
（
野
菜
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
＊

Ｑ

１

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

一
七
〇
一
・
一
一

甘
し
ゃ
糖

Ｘ

Ｒ

一
七
〇
一
・
九
一

香
味
料
又
は
着
色
料
を
加
え
た
も
の

Ｘ

Ｒ

一
七
〇
一
・
九
九

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

Ｒ

一
七
〇
二
・
二
〇

か
え
で
糖
及
び
か
え
で
糖
水

か
え
で
糖

Ｘ

か
え
で
糖
水

Ｘ

Ｒ
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一
七
〇
二
・
六
〇

そ
の
他
の
果
糖
及
び
果
糖
水
（
果
糖
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
五
〇
％
を
超
え
る

も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
転
化
糖
を
除
く
。
）

り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん
（
ア
ガ
ヴ
ェ
・
テ
ク
イ
ラ
ナ
及
び
ア
ガ
ヴ
ェ
・
サ
ル
ミ
ア
ナ
）
の
液
汁
、
エ

キ
ス
又
は
濃
縮
物
か
ら
得
た
果
糖
水
（
ブ
リ
ッ
ク
ス
値
が
七
四
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
乾
燥

状
態
に
お
い
て
、
し
ょ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
四
％
以
下
で
、
ぶ
ど
う
糖
の
含
有
量
が
全
重

量
の
二
五
％
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
果
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
七
〇
％
を
超
え
る
も
の
に
限

る
も
の
と
し
、
精
製
し
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
ず
、
香
味
料
、
着
色
料
又
は
砂
糖
そ
の
他
の

甘
味
料
を
加
え
た
も
の
を
除
く
。
）

Ｑ

33

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

一
七
〇
三
・
一
〇

甘
し
ゃ
糖
蜜

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
、
酵
母
、
リ
ジ
ン
、
五
―
リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
及
び
そ
の
塩
そ
の

′

他
政
令
で
定
め
る
物
品
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の

Ｘ

Ｒ

そ
の
他
の
も
の

飼
料
用
の
も
の

Ａ

注

税
関
の
監
督
の
下
で
飼
料
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

Ｒ

一
七
〇
三
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
、
酵
母
、
リ
ジ
ン
、
五
―
リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
及
び
そ
の
塩
そ
の

′

他
政
令
で
定
め
る
物
品
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の

Ｘ

Ｒ

そ
の
他
の
も
の
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飼
料
用
の
も
の

Ａ

注

税
関
の
監
督
の
下
で
飼
料
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

Ｒ

一
七
〇
四
・
一
〇

チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
（
砂
糖
で
覆
っ
て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

Ｘ

Ｒ

一
七
〇
四
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

甘
草
エ
キ
ス
（
菓
子
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

Ｒ

一
八
〇
六
・
一
〇

コ
コ
ア
粉
（
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味
料
を
加
え
た
も
の
に
限
る
。
）

砂
糖
を
加
え
た
も
の

Ｘ

Ｒ

そ
の
他
の
も
の

一
二
・
五
％

Ｂ
８

二
〇
〇
九
・
一
一

冷
凍
し
た
も
の

砂
糖
を
加
え
た
も
の

し
ょ
糖
（
天
然
に
含
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
〇
％
以
下
の
も

の
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の
＊
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の

し
ょ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
〇
％
以
下
の
も
の
＊
＊
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

13

二
〇
〇
九
・
一
二

冷
凍
し
て
な
い
も
の
（
ブ
リ
ッ
ク
ス
値
が
二
〇
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

砂
糖
を
加
え
た
も
の
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し
ょ
糖
（
天
然
に
含
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
〇
％
以
下
の
も

の
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の
＊
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の

し
ょ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
〇
％
以
下
の
も
の
＊
＊
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

13

二
〇
〇
九
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

砂
糖
を
加
え
た
も
の

し
ょ
糖
（
天
然
に
含
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
〇
％
以
下
の
も

の
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の
＊
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の

し
ょ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
〇
％
以
下
の
も
の
＊
＊
＊

Ｑ

13

そ
の
他
の
も
の
＊

Ｑ

13

二
〇
〇
九
・
四
一

ブ
リ
ッ
ク
ス
値
が
二
〇
以
下
の
も
の

Ｘ

Ｒ

二
〇
〇
九
・
四
九

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

Ｒ

二
一
〇
六
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

ミ
ル
ク
の
天
然
の
組
成
分
の
含
有
量
の
合
計
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
三
〇
％
以
上
の

調
製
品

Ｘ

そ
の
他
の
も
の
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米
、
小
麦
（
ラ
イ
小
麦
を
含
む
。
）
又
は
大
麦
（
裸
麦
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
の
含
有
量

が
全
重
量
の
三
〇
％
を
超
え
る
調
製
食
料
品

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

糖
水
（
着
色
料
又
は
香
味
料
を
加
え
た
も
の
に
限
る
。
）

分
蜜
糖
の
も
の

Ｘ

Ｒ

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム

五
％

Ｂ
６

こ
ん
に
ゃ
く

Ｘ

飲
料
製
造
に
使
用
す
る
種
類
の
調
製
品
で
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
有
す
る
も
の
（
ア
ル
コ
ー
ル

分
が
〇
・
五
％
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

果
汁
を
も
と
と
し
た
調
製
品
（
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

Ａ

そ
の
他
の
も
の

砂
糖
を
加
え
た
も
の

ビ
タ
ミ
ン
を
も
と
と
し
た
栄
養
補
助
食
品

一
二
・
五
％

Ｃ
ａ

そ
の
他
の
も
の

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

調
製
食
用
脂
（
第
〇
四
・
〇
五
項
の
物
品
の
含
有
量
が
全
重
量
の
一
五
％
を
超
え
三

〇
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

Ｘ

ア
ル
コ
ー
ル
を
含
有
し
な
い
飲
料
の
も
と
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お
た
ね
に
ん
じ
ん
又
は
そ
の
エ
キ
ス
を
含
有
す
る
も
の

Ｘ

そ
の
他
の
も
の

一
〇
％

Ｃ
ａ

そ
の
他
の
も
の

第
〇
四
・
一
〇
項
の
物
品
の
も
の

九
％

Ｂ
６

そ
の
他
の
も
の

ビ
タ
ミ
ン
を
も
と
と
し
た
栄
養
補
助
食
品
及
び
植
物
性
た
ん
ぱ
く
を
加
水
分
解

し
た
も
の

一
二
・
五
％

Ｃ
ａ

そ
の
他
の
も
の

た
ん
ぱ
く
質
変
性
防
止
剤
（
冷
凍
す
り
身
の
製
造
に
使
用
す
る
種
類
の
も
の

で
ソ
ル
ビ
ト
ー
ル
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
物
品
に
政
令
で
定
め
る
調
製
を

加
え
た
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

そ
の
他
の
も
の

ひ
じ
き
（
ヒ
ジ
キ
ア
・
フ
ス
ィ
フ
ォ
ル
ミ
ス
）

一
〇
％

Ｃ
ａ

そ
の
他
の
も
の

Ｘ
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（
付
表
二
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）


